
議案第4 号

石川県教育委員会事務局等組織規則の改正等について

提案理由

教育委員会事務局の組織改正等に伴い、関係規定を整備する必

要があるため

1

改正規定

（1）石川県教育委員会事務局等組織規則の一部改正

（2）グループ制に関する運営規程の一部改正

（3）夜間中学開設準備室設置に係る告示

（4）世界遺産推進室廃止に係る告示

（5）文化遺産活用推進室設置に係る告示

（6）石川県教育委員会が取り扱う個人情報の保護に関する規則の

廃止

（7）石川県教育委員会事務局等処務規程の一部改正

（8）石川県立学校処務規程の一部改正

（9）石川県教育委員会文書管理規程の一部改正

(10）石川県個人情報保護条例第23条第1項の規定による口頭に

より開示請求を行うことができる保有個人情報を指定する告

示の廃止

(11)石川県教育職員免許法令施行細則の一部改正

(12)石川県教育関係職員被服貸与規程の一部改正
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3 改正概要

2ページから3ページのとおり



改正概要

1 改正内容

（ 1 ）組織改正に伴うもの

･県立夜間中学の令和7年4月開校に向けた諸準備を進めるため、学校

指導課内に夜間中学開設準備室を設置するもの

・文化財を保存・継承するととともに、その活用を推進するため、文化

財課内の世界遺産推進室を文化遺産活用推進室に発展的に改組し、庶

務・文化財管理グループを庶務グループに名称変更するもの

く改正等する規定＞

①石川県教育委員会事務局等組織規則の一部改正

②グループ制に関する運営規程の－部改正

③夜間中学開設準備室設置に係る告示

④世界遺産推進室廃止に係る告示

⑤文化遺産活用推進室設置に係る告示

（2）個人情報保護制度の改正に係るもの

・令和5年4月1日以降、教育委員会が保有する個人情報について、個

人情報保護条例に基づく取り扱いから、個人情報保護法に基づく取り

扱いに変更となることから、関係規定を整備するもの

く改正等する規定＞

①石川県教育委員会が取り扱う個人情報の保護に関する規則の廃止

・開示請求書等の様式について県が定める要綱に一本化

②石川県教育委員会事務局等処務規程及び石川県立学校処務規程の

－部改正

・開示決定等の事務について、所属長の専決事項として規定

③石川県教育委員会文書管理規程の一部改正

。法に基づく規定に改めるもの

④石川県個人情報保護条例第23条第1項の規定による口頭により

開示請求を行うことができる保有個人情報を指定する告示の廃止

・ 口頭による開示請求は、県の定める要領に基づき引き続き可能

（3）教員免許更新制の廃止に伴う課長専決規定の削除

く改正する規定＞

○石川県教育委員会事務局等処務規程の一部改正



（4）教育職員免許法施行規則の一部改正に伴う様式の変更

く改正する規定＞

○石川県教育職員免許法令施行細則の一部改正

（5）その他（字句の修正等）

＜改正する規定＞

①石川県教育関係職員被服貸与規程の一部改正

②石川県立学校処務規程の一部改正

2 改正案

別添資料

施行年月日

令和5年4月1日

（世界遺産推進室廃止の告示については、令和5年3月31日）
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’’ 議案第4号別添資料

石川県教育委員会事務局等組織規則の改正等について

改正する規定

①石川県教育委員会事務局等組織規則の一部改正

②グループ制に関する運営規程の一部改正

③夜間中学開設準備室設置に係る告示

④世界遺産推進室廃止に係る告示

⑤文化遺産活用推進室設置に係る告示
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⑥石川県教育委員会が取り扱う個人情報の保護に関する規

則の廃止

100

⑦石川県教育委員会事務局等処務規程の一部改正

⑧石川県立学校処務規程の一部改正

⑨石川県教育委員会文書管理規程の一部改正

11● 由 ●

16■ ● ●

20り 令

⑩石川県個人情報保護条例第23条第1項の規定による口

頭により開示請求を行うことができる保有個人情報を指
定する告示の廃止

22c e ｡

⑪石川県教育職員免許法令施行細則の一部改正

⑫石川県教育関係職員被服貸与規程の一部改正
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第
五
条
の
表
学
校
指
導
課
の
項
に
次
の
一
号
を
柿

喝
夜
間
中
学
の
開
設
準
備
に
関
す
る
こ
と
。

第
五
条
の
表
文
化
財
課
の
項
第
一
号
中
「
文
化
財
保
護
」
を
「
文
化
財
の
保
存
及
び
活
用
」
に
改
め
る
。

第
十
二
条
第
一
項
第
二
号
の
表
以
外
の
部
分
中
「
漆
芸
技
術
研
修
所
」
を
「
輪
島
漆
芸
技
術
研
修
所
」
に
改
め
る
。

第
十
四
条
第
一
項
の
表
中
「
漆
芸
技
術
研
修
所
」
を
「
輪
島
漆
芸
技
術
研
修
所
」
に
改
め
、
所
長
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
十
四
条
第
二
項
の
表
次
長
の
項
及
び
教
務
主
任
の
項
中
「
漆
芸
技
術
研
修
所
」
を
「
輪
島
漆
芸
技
術
研
修
所
」
に
改
め
る
。

石
川
県
教
育
委
員
会
事
務
局
等
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

石
川
県
教
育
委
員
会
事
務
局
等
組
織
規
則
（
昭
和
四
十
年
石
川
県
教
育
委
員
会
規
則
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
の
表
学
校
指
導
課
の
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
“

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

塾
頭

教
員
総
合
研
修
セ
ン
タ
ー

上
司
の
命
を
受
け
、
い
し
か
わ
師
範
塾
の
事
務
を
掌
理
す
る
。
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川
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現
行

1

－2－
心

学
校
指
導
課

１
学
校
教
育
の
指
導
助
言
に
関
す
る
こ
と
。

ｚ
特
別
支
援
学
校
の
就
学
事
務
及
び
就
学
義
務
児
童
生
徒
に
対

す
る
就
学
の
猶
予
、
免
除
及
び
督
促
に
関
す
る
こ
と
。

３
県
立
学
校
入
学
者
選
抜
に
関
す
る
こ
と
。

４
学
校
の
教
育
課
程
、
学
習
指
導
、
生
徒
指
導
及
び
職
業
指
導

に
関
す
る
こ
と
。

５
産
業
教
育
へ
科
学
教
育
、
へ
き
地
教
育
及
び
特
別
支
援
教
育

等

に

関

す

る

こ

と

。

６
人
権
教
育
に
関
す
る
こ
と
。

７
教
科
書
そ
の
他
の
教
材
に
関
す
る
こ
と
。

８
就
学
援
助
費
補
助
金
に
関
す
る
こ
と
。

９
教
育
研
究
団
体
に
関
す
る
こ
と
。

弓
教
育
関
係
職
員
等
の
研
修
の
総
合
企
画
調
整
に
関
す
る
こ

‐

岸

」

○

旨
石
川
県
教
員
総
合
研
修
セ
ン
タ
ー
の
管
理
運
営
に
関
す
る
こ

‐

浜

」

○

福
い
し
か
わ
師
範
塾
の
管
理
運
営
に
関
す
る
こ
と
。

届
夜
間
中
学
の
開
設
準
備
に
関
す
る
こ
と
。

教
職
員
課

へ

略
…

庶
務
課

へ

略
背

企
画
調
整
室

へ

略
…

分
課
名

分
掌
事
務
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校
指
導
課

土
学
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の
指
導
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言
に
関
す
る
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と
。
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の
就
学
事
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に
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す
る
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予
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除
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立
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入
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抜
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関
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４
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の
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す
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す
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書
そ
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の
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す
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金
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関
す
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研
究
団
体
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関
す
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職
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総
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、
い
」
○
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修
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１
』
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届
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の
管
理
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関
す
る
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と
。
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課
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略ゞ

庶
務
課
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略
一

企
画
調
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一
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略
…

分
課
名

分
掌
事
務



第
六
条
～
第
十
一
条
（
略
）

第
十
二
条
教
育
機
関
等
の
名
称
、
位
置
、
内
部
組
織
及
び
分
掌
事
務
は
、
次
の
~
第
十
二
条
教
育
機
関
等
の
名
称
、
位
置
、
内
部
組
織
及
び
分
掌
事
務
は
、
次
の

と

お

り

と

す

る

。

と

お

り

と

す

る

。

一

（

略

）

｜

（

略

）

二

輪

島

漆

芸

技

術

研

修

所

二

漆

芸

技

術

研

修

所

（

略

）

（

略

）

三

、

四

（

略

）

三

、

四

（

略

）

２

～

４

（

略

）

２

～

４

（

略

）

第
十
四
条
次
の
表
の
上
棡
に
掲
げ
る
職
を
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
教

育
機
関
等
に
置
く
も
の
と
し
、
そ
の
職
務
は
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る

と
お
り
と
す
る
。

第
十
三
条
（
略
）

一

第
六
条
～
第
十
一
条
（
略
）

第
十
四
条
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
職
を
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
教

育
機
関
等
に
置
く
も
の
と
し
、
そ
の
職
務
は
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る

．
と
お
り
と
す
る
。

第
十
三
条
（
略
）

－3－

保
健
体
育
課

へ

略
…

文
化
財
課

１
制
捌
醐
刈
倒
鎖
預
矧
荊
劃
到
刷
に
関
す
る
こ
と
。

２
文
化
財
保
護
関
係
者
及
び
団
体
の
指
導
助
言
に
関
す
る
こ

と
□

３埋蔵文化財の企画調整に関すること。４世界遺産に関すること・５~博物館に関すること。

６
銃
砲
刀
剣
等
登
録
事
務
に
関
す
る
こ
と
。

７
近
世
史
料
の
編
さ
ん
に
関
す
る
こ
と
。

８
石
川
県
立
輪
島
漆
芸
技
術
研
修
所
の
管
理
運
営
に
関
す
る
こ

と
、

９
石
川
県
金
沢
城
調
査
研
究
所
の
管
理
運
営
に
関
す
る
こ
と
。

ｇ石川県埋蔵文化財センターに関すること。生涯学習課

へ

略
…

保
健
体
育
課

へ

略
…

文
化
財
課

１
刻
綱
罰
鬮
調
に
関
す
る
こ
と
。

２
文
化
財
保
護
関
係
者
及
び
団
体
の
指
導
助
言
に
関
す
る
こ

Ｌ
」
。

３
埋
蔵
文
化
財
の
企
画
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

４
世
界
遺
産
に
関
す
る
こ
と
。

５
博
物
館
に
関
す
る
こ
と
。

６
銃
砲
刀
剣
等
登
録
事
務
に
関
す
る
こ
と
。

７
近
世
史
料
の
編
さ
ん
に
関
す
る
こ
と
。

８
石
川
県
立
輪
島
漆
芸
技
術
研
修
所
の
管
理
運
営
に
関
す
る
こ

と
｡

９
石
川
県
金
沢
城
調
査
研
究
所
の
管
理
運
営
に
関
す
る
こ
と
。

弓
石
川
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
に
関
す
る
こ
と
。

生
涯
学
習
課

へ

略
…



－

２
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
職
を
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
中
棡
に
掲
げ
る
教
育
機
関

等
に
置
く
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
、
そ
の
職
務
は
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に

掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

謁
館
長

所
長

次
長

課
長

教
務
主
任

へ

略
酋

へ

略
… 職職

剖
罰
尉
瀕
芸
技
術
研
修
所

教
員
総
合
研
修
セ
ン
タ
Ｉ

教
員
総
合
研
修
セ
ン
タ
ー

輪
島
漆
芸
技
術
研
修
所

金
沢
城
調
査
研
究
所

輪
島
漆
芸
技
術
研
修
所
ゞ

教
員
総
合
研
修
セ
ン
タ
ー

へ

略
…

へ

略
…

へ

略
…

へ

略
…

教
育
機
関
等

教
育
機
関
等

上
司
の
命
を
受
け
、
い
し
湖
測
聞
別
廻

塾
の
事
務
を
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理
す
る
引
‐

へ

略
…

へ

略
…

へ

略
一

へ

略
一

へ

略
…

へ

略
…

職
務

職
務

~~~
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－

２
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
識
を
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
教
育
機
関

等
に
置
く
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
、
そ
の
職
務
は
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に

掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

’
館
長
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長

課
長

次
長
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務
主
任
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背
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修
セ
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タ
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~
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技
術
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修
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修
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ン
タ
ー

漆
芸
技
術
研
修
所
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略
…
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一

へ

略
…
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略
…
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育
機
関
等

教
育
機
関
等

~

~
へ

略
…

へ

略
…

へ

略
…

へ

略
一

へ

略
…

へ

略
酋

職
務

職
務

■
~

~

一

－4－



石川県教育委員会教育長訓令第号

庁 中~一 側

出先機 E

教青機

グループ制に関する運営規程（平成17年石川県教育委員会教育長訓令第2号）の一部

次のように改正するも

令和5年月 日

石川県教育委員会教育長

一般

機関

機関

の一部を

｢庶務グループ」 に改める。別表第1文化財課の項中「庶務・文化財管理グループ」を

附則

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

－5－



グループ制に関する運営規程（平成17年教育委員会教育長訓令第2号）新旧対照表

改正後僥） 現行

別表第1 （第3条関係） 別表第1 （第3条関係）

I

C、

’

分 課

(略）

文化財課

(略）

グループの名称

(略）

庶務 グループ､埋蔵文化財グループ

(略）

分 課

(略）

文化財課

(略）

グルーダの名称

(略）

庶務・文化財管理グループ､埋蔵文化財グループ

(略）



石川県教育委員会告示第
ロ
万

石川県教育委員会事務局等組織規則（昭和40年石川県教育委員会規則第

5号）第15.条第1項の規定により、令和5年4月1日次のとおり室を設置

した。

令和5年 月 日

石川県教育委員会

名称

夜間中学開設準備室

1

位置 ~

石川県教育委員会事務局内

2

分掌事務

夜間中学の開設準備に関すること。

3

－7－



石川県教育委員会告示第
ロ
言

石川県教育委員会事務局等組織規則（昭和40年石川県教育委員

会規則第5号)~第15条第1項の規定により設置した世界遺産推進

室は、令和5年3月31日限り廃止した。
ノ

令和5年 月 日

石川県教育委員会

－8－



石川県教育委員会告示第
ロ
言

石川県教育委員会事務局等組織規則（昭和40年石川県教育委員会規則第

5号）第15条第1項の規定により、令和5年4~月1日次のとおり室を設置

した。

令和5年 月 日

石川県教育委員会

1 名称~

文化遺産活用推進室

2

~位置石川県教育委員会事務局内

3 分掌事務

(1)~ 文化財の保存及び活用に関すること。

（2） 世界遺産登録の推進に関すること。

－9－



石
川
県
教
育
委
員
会
が
取
り
扱
う
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
五
年
石
川
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
一
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則

石
川
県
教
育
委
員
会
が
取
り
扱
う
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
規
則
を
廃
止
す
る
規
則

（

－10－



剴
三
罰
蝉
酬
瑚
加
恥
型
非
識
中

~

伸

薄

煙

享

ｓ

鉾

叫

蕊

温

剴
三
輌
蝉
蛾
琳
加
恥
制
誤
亜
轆
磨
誤
溢
鮒
（
調
善
虐
捕
劃
這
緬
蝉
珊
瑚
魎
恥
聖
士
誤
い
中
）
ｓ
ｌ
当
畔

詳

Ｓ

貯

守

行

罫

門

叫

酬

。

~

聖
淵
識
心
圧
許
悪
溜
峨
Ｓ
副
ｓ
淋
臨
毒
柵
諮
蝸
斌
ｓ
州
骨
拙
届
や
鰍
識
忌
中
時
ｒ
識
⑤
叩
晋
①
識

忌
中
糾
臥
呼
噛
叩
蝿
ｊ
簿
壱
引
弓
／
識
四
叩
ｓ
斉
丙
寿
ｓ
い
中
齢
當
神
が
。

６
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律

⑪
第
八
十
二
条
各
項
の
規
定
に
よ
る
開
示
決
定
等
、
第
九
十
三
条
各
項
の
規
定
に
よ
る
訂
正
決
定

等
及
び
第
百
一
条
各
項
の
規
定
に
よ
る
利
用
停
止
決
定
等

②
第
九
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
訂
正
決
定
等
の
期
間
の
延
長
及
び
第
百
二
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
る
利
用
停
止
決
定
等
の
期
間
の
延
長

③
第
九
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
訂
正
決
定
等
の
期
間
の
特
例
延
長
及
び
第
百
三
条
の
規
定
に
よ
る

利
用
停
止
決
定
等
の
期
間
の
特
例
延
長

③
第
百
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
提
案
の
内
容
の
審
査

７
石
川
県
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例

⑪
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
開
示
決
定
等
の
期
間
の
延
長

②
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
開
示
決
定
等
の
期
間
の
特
例
延
長

調
麓
淋
拙
］
鋤
丑
「
行
政
経
営
課
長
」
畔
「
デ
ジ
タ
ル
推
進
課
長
」
丙
碍
罫
寧

聖
淵
識
噛
針
珊
ｓ
剰
珈
ｓ
淋
酎
罫
柵
落
慨
斌
ｓ
珊
召
拙
曽
叩
酎
識
隠
叩
時
Ｆ
識
①
小
暮
ふ
識
思
叩

辮
執
呼
噛
叩
玲
。
辮
雪
剴
覇
／
識
切
叩
ｓ
寿
丙
腎
ｓ
騨
叩
時
當
神
小
。

６
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
~
（
平
成
十
五
年
法
律
第
五
十
七
号
）

③
第
八
十
二
条
各
項
の
規
定
に
よ
る
開
示
決
定
等
、
第
九
十
三
条
各
項
の
規
定
に
よ
る
訂
正
決
定

等
及
び
第
百
一
条
各
項
の
規
定
に
よ
る
利
用
停
止
決
定
等
②
第
九
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
訂
正
決
定
等
の
期
間
の
延
長
及
び
第
百
二
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
る
利
用
停
止
決
定
等
の
期
間
の
延
長

③
第
九
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
訂
正
決
定
等
の
期
間
の
特
例
延
長
及
び
第
百
三
条
の
規
定
に
よ
る

~

利

用

停

止

決

定

等

の

期

間

の

特

例

延

長

③
第
百
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
提
案
の
内
容
の
審
査
~

~
７
~
石
川
県
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
〈
令
和
四
年
石
川
県
条
例
第
三
士
一
号
）

伽

第

四

条

第

二

項

の

規

定

に

よ

る

開

示

決

定

等

の

期

間

の

延

長

~

②

第

五

条

の

規

定

に

よ

る

開

示

決

定

等

の

期

間

の

特

例

延

長

ゞ

聖
鮒
識
い
普
弔
ｓ
鰡
即
ｓ
画
聖
罫
柵
落
糾
湖
Ｓ
鰡
鉾
露
皿
謡
即
ｓ
斌
識
心
中
邑
号
史
巴
辨
哉
蹄
聖

小
。

心

曽

切

紺

血

、

罫

浬

ｎ
ｓ
聖
士
再
〃
非
菩
餉
紺
心
、
胃
、
署
鈩
爵
載
寺
び
。

１
］
』
Ｉ

創

三

輌

蝉

珊

瑚

、

恥

弔

丑

ｌ

津

匿

甜

蕊

~

沼



「

○
石
川
県
教
育
委
員
会
事
務
局
等
処
務
規
程
（
昭
和
四
十
一
年
石
川
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
二
号
）
新
旧
対
照
表

（
出
勤
簿
）

第
六
十
八
条
職
員
は
、
出
勤
し
た
と
き
は
、
自
ら
直
ち
に
出
勤
簿
に
押
印
又
は
情
報
シ
ス

テ
ム
を
利
用
し
て
職
員
の
人
事
、
給
与
等
に
係
る
申
請
等
の
手
続
に
関
す
る
事
務
の
処
理

を
行
う
シ
ス
テ
ム
で
あ
っ
て
、
総
務
部
詞
到
列
ル
推
進
課
長
が
管
理
を
す
る
も
の
（
以
下

「
庶
務
事
務
支
援
シ
ス
テ
ム
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
押
印
に
相
当
す
る
記
録
を
し
な
け
れ

ば

な

ら

な

い

。

~

（
略
）

第
一
条
～
第
六
十
七
条
（
略
）

別
表
第
二
（
第
十
四
条
関
係
）

本
庁
の
課
長
の
共
通
的
専
決
事
項

改
正
後
（
案
）

~

第
一
条
～
第
六
十
七
条
（
略
）

（
出
勤
簿
）

第
六
十
八
条
職
員
は
、
出
勤
し
た
と
き
は
、
自
ら
直
ち
に
出
勤
簿
に
押
印
又
は
情
報
シ
ス

~
テ
ム
を
利
用
し
て
職
員
の
人
事
、
給
与
等
に
係
る
申
請
等
の
手
続
に
関
す
る
事
務
の
処
理

を
行
う
シ
ス
テ
ム
で
あ
っ
て
、
総
務
部
伺
雪
倒
禰
司
謝
局
が
管
理
を
す
る
も
の
（
以
下
「
庶

務
事
務
支
援
シ
ス
テ
ム
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
押
印
に
相
当
す
る
記
録
を
し
な
け
れ
ば
な

ら

な

い

。

（
略
）

別
表
第
二
（
第
十
四
条
関
係
）

本
庁
の
課
長
の
共
通
的
専
決
事
項

現
行

－12－

６
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
五
十
七
号
）

帆
第
八
十
二
条
各
項
の
規
定
に
よ
る
開
示
決
定
等
、
第
九
十
三
条
各
項
の
規
君
制

よ
る
訂
正
決
定
等
及
び
第
百
一
条
各
項
の
規
定
に
よ
る
利
用
停
止
決
定
等

似
第
九
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
訂
正
決
定
等
の
期
間
の
延
長
刑
罰
幽
荊
目
．

条
第
二
項
に
規
定
す
る
利
用
停
止
決
定
等
の
期
間
の
延
長

⑧
第
九
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
訂
正
決
定
等
の
期
間
の
特
例
延
長
及
胡
調
荊
司
ヨ

条

の

規

定

に

よ

る

利

用

停

止

決

定

等

の

期

間

の

特

例

延

長

~

１
～
５
（
略
）

１
～
５
~
（
略
）牡
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ｕ
一
理
一
昭
一
理
一
蛆
一
肥
一
町
｜
焔
一
四
一
鋤
一
理
一
魂

、

１

ｊ

〃

、

ｈ

ｌ

ノ

、

Ｌ

０

ノ

氏

１

１

ノ

、

０

１

Ｊ

、

１

０

ノ

ｈ

Ｌ

Ｊ

ノ

ｈ

１

ｆ

ノ

、

１

１

ノ

、

１

１

ノ

Ｌ

１

ｊ

ノ

皿

、

１

Ｊ

皿

、

Ｉ

ノ

馬

も

ｊ

ノ

、

１

１

Ｊ

窒

窒

豐

蜑

雷
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蜑
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蜑
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く
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く
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ｊ
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く

く
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ｌ

く
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ｌ
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ｌ
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一
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｜
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一
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一
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一
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一
釦

世瀧龍山 （鯉）

蒋鐸皿瀧哩

選購黙哩 （霞）

蒋騨皿離哩



別
表
第
三
（
略
）

別
表
第
四
（
第
十
四
条
関
係
）

出
先
機
関
等
の
長
の
共
通
的
専
決
事
項

4

別
表
第
三
~
（
略
）

別
表
第
四
（
第
十
四
条
関
係
）

出
先
機
関
等
の
長
の
共
通
的
専
決
事
項

~

_」
－14－

５

（

略

） ’

１
～
３
（
略
）

４

教

育

職

員

免

許

法

（

昭

和

二

十

四

年

法

律

第

百

四

十

七

号

）

~

伽
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
免
許
状
の
授
与

②
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
教
育
職
員
検
定

仙
第
八
十
二
条
各
項
の
規
定
に
よ
る
開
示
決
定
等
、
第
九
十
三
銅
判
周
到
倒
瑚
淘
個

’
一

条
各
項
の
規
定
に
よ
る
開
示
決
定
雄

式
第
九
十
三
条
各
項
の
規
一
狸
に

１
～
５
（
略
）

６
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律

１
～
３
（
略
）

４
教
育
職
員
免
許
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
四
十
七
号
）

⑪
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
免
許
状
の
授
与

②
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
教
育
職
員
検
定

倒
第
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
免
許
状
の
有
効
期
間
の
更
新

倒
第
九
条
の
二
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
免
許
状
の
有
効
期
間
の
延
長

5
倒
馴
剖
對
刷
習
男
剥
詔
潤
測
胡
教
育
公
務
員
特
例
法
の
一
部
を

許
法
及
び
教
育
公
務
員
特
例
法
の
一
部
を
改

十
九
年
法
律
第
九
十
八
号
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
一
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附

則
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
免
許
状
更
新
講
習
の
修
了
確
認
‐

側
改
正
法
附
則
第
二
条
第
三
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
免
許
状
更
新
講
習
の
修

了
後
二
年
二
月
の
期
間
内
に
あ
る
こ
と
の
確
認

㈱
改
正
法
附
則
第
二
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
修
了
確
認
期
限
の
延
期

側
改
正
法
附
則
第
二
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
免
許
状
更
新
講
習
の
受
講
免
除

雪
へ

略
一

正
す
る
法
律
（
平
成

１

～

５

（

略

）

~



’

’
I

－15－

８

（

略

）

９

（

略

）

己

（

略

）

屋

（

略

）

届

（

略

）

届

（

略

）

匡

（

略

）

鼠

（

略

）

よ
る
訂
正
決
定
等
及
び
第
百
一
条
割
男
倒
倒
規
淘
に
よ
る
利
用
停
止
決
定
等

剛
１
型
荊
刈
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
訂
正
決
定
等
の
期
間
の
延
長
及
び
第
百
二

条
第
二
項
に
規
定
す
る
利
用
停
止
決
定
等
の
期
聞
「
回
廸
昂

倒
Ｉ
調
九
十
五
年
満
頚
誤
網
矧
對
旬
訓
画
決
定
等
の
期
間
の
特
例
延
長
及
び
第
百
三

鏑
呵
規
淘
に
よ
る
利
用
停
止
決
定
等
の
期
間
の
特
例
延
長

側
第
百
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
提
案
の
内
容
の
審
査

７
石
川
県
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例

Ｊ
Ⅷ
Ｉ
調
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
開
示
決
定
等
の
期
間
の
延
長

ｉ
“
第
五
条
に
規
定
す
る
開
示
決
定
等
の
期
間
の
特
例
延
長

６

（

略

）

７

（

略

）

８
◆
（
略
）

９

（

略

）

巴

（

略

）

旨

（

略

）

届

（

略

）

馬

~

（

略

）

■
■
■
ｑ
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Ｆ
■
■
■
Ｉ
Ｉ
Ｊ
Ⅱ
■
守

甲
■

谷

口
■
■
Ｆ
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Ｐ
■
■
■
■
■
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石川県教育委員会訓令第号

県立学校

石川県立学校処務規程（昭和41年石川県教育委員会訓令第6号）の一部を次のように改

正する。

令和5年月 日

石川県教育委員会

第2条第2号中「洲|+<*e隅雛｜呼」を「髄l l+1 1*e自瀧｜僻」に、 「陣単旺畷

世趣燕黙善皿」を「偲叶堀脾出旺蝿世涯漏黙謹皿」に改める。

第30条第2項及び第32条の3第1項中『陸軍匪壊世霊燕黙謹皿」を「胆lH-程睦単旺畷

些睡燕黙謹皿」に改める。

別表第2中第11号を第13号とし、第5号から第10号までを2号ずつ繰り下げ、第4号

の次に次の2号を加える。

5個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）

（1）第82条各項の規定による開示決定等、第93条各項の規定による訂正決定等及び

~第101条各項の規定による利用停止決定等

（2）第94条第2項の規定による訂正決定等の期間の延長及び第102条第2項の規定に

よる利用停止決定等の期間の延長

（3）第95条の規定による訂正決定等の期間の特例延長及び第103条の規定による利用

停止決定等の期間の特例延長

性） 第114条の規定による提案の内容の審査

6石川県個人情報の保護に関する法律施行条例（令和4年石川県条例第32号） ~

（1） 第4条第2項の規定による開示決定等の期間の延長

（2） 第5条の規定による開示決定等の期間の特例延長

別表第2備考中「6から9(1)まで」を「8から11(1)まで」に改める．

附．則

(施行期日）

l この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

（経過措置）

2暫定再任用短時間勤務職員（石川県職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等

の条例（令和4年石川県条例第28号）附則第3条第1項若しくは第2項、第4条第1項

若しくは第2項、第5条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定

により採用された職員のうち、地方公務員法（昭和25年法律第261号）第22条の4第

~1項に規定する短時間勤務の職を占める職員をいう。 ）は、定年前再任用短時間勤務職

員とみなして､第2条第2号､第30条第2項及び第32条の3第1項の規定を適用する。
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○
石
川
県
立
学
校
処
務
規
程
（
昭
和
四
十
一
年
石
川
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
六
号
）
新
旧
対
照
表

（
定
義
）

第
二
条
こ
の
規
程
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各

号
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一
県
立
学
校
石
川
県
立
学
校
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
石
川
県
条
例
第
四
十
二
号
）
に
基

づ
き
設
置
さ
れ
た
学
校
（
大
学
を
除
く
。
）
を
い
う
。
~

二
職
員
石
川
県
教
職
員
定
数
条
例
（
昭
和
四
十
四
年
石
川
県
条
例
第
十
三
号
）
に
定
め

る
定
数
内
職
員
及
び
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
調
．
淵

二
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務
の
職
を
占
め
る
職
員
（
以
下
「
鬮
鋼
剖
訓
司
田

用
短
時
間
勤
謝
軸
員
」
と
い
う
。
）
で
、
県
立
学
校
に
勤
務
す
る
職
員
を
い
う
。

三
専
決
専
決
者
が
、
自
己
の
権
限
に
属
す
る
事
務
に
つ
い
て
決
裁
す
る
こ
と
を
い
う
。

四
代
決
校
長
が
不
在
の
場
合
に
お
い
て
、
校
長
に
代
っ
て
決
裁
す
る
こ
と
を
い
う
。

第
一
条
（
略
）

第
三
条
～
第
二
十
九
条
（
略
）

（
勤
務
時
間
等
）

第
三
十
条
石
川
県
学
校
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三

十
二
年
石
川
県
条
例
第
三
十
九
号
。
以
下
「
勤
務
時
間
条
例
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
三

項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
週
休
日
は
、
校
長
が
指
定
す
る
日
と
し
、
勤
務
時
間
条
例
第
三

改
正
後
（
案
）

第
一
条
（
略
）

（

定

義

）

~

~

第
二
条
こ
の
規
程
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各

号
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
~

一
県
立
学
校
石
川
県
立
学
校
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
石
川
県
条
例
第
四
十
二
号
）
に
基

づ
き
設
置
さ
れ
た
学
校
（
大
学
を
除
く
。
）
を
い
う
。

二
職
員
石
川
県
教
職
員
定
数
条
例
（
昭
和
四
十
四
年
石
川
県
条
例
第
十
三
号
）
に
定
め

る
定
数
内
職
員
及
び
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
調
．
判

八
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務
の
職
を
占
め
る
職
員
（
以
下
「
河
田
用
矧
矧

珂
刷
割
翻
糊
貝
」
と
い
う
。
）
で
、
県
立
学
校
に
勤
務
す
る
職
員
を
い
う
。

三
専
決
専
決
者
が
、
自
己
の
権
限
に
属
す
る
事
務
に
つ
い
て
決
裁
す
る
こ
と
を
い
う
。

四
代
決
校
長
が
不
在
の
場
合
に
お
い
て
、
校
長
に
代
っ
て
決
裁
す
る
こ
と
を
い
う
。

第
三
条
～
第
二
十
九
条
（
略
）

（
勤
務
時
間
等
）

第
三
十
条
石
川
県
学
校
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三

十
二
年
石
川
県
条
例
第
三
十
九
号
。
以
下
「
勤
務
時
間
条
例
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
三

項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
週
休
日
は
が
校
長
が
指
定
す
る
日
と
し
、
勤
務
時
間
条
例
第
三

現
行

－17－



（
育
児
休
業
の
手
続
）

第
三
十
二
条
の
三
職
員

第
三
十
一
条
～
第
三
十
二
条
の
二
の
二
（
略
）

聖
州
謡
い
（
識
①
熟
詔
調
）

~
爾
珈
ｓ
掛
詰
鵠
飼

』
ｌ
心
（
謡
）

条
第
三
項
及
び
第
三
条
の
二
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
の
割
振
り
は
、
校
長
が
行
う
。

２
~
前
項
の
勤
務
時
間
の
割
振
り
の
際
常
態
と
し
て
特
定
の
日
に
お
い
て
七
時
間
四
十
五

分
を
超
え
て
勤
務
時
間
を
設
け
よ
う
と
す
る
と
き
又
は
前
項
の
週
休
日
を
毎
四
週
間
に

印
画
ン
』
珊
鑑
ｓ
索
騨
丙
理
寺
が
蒔
蒋
（
掛
罫
~
扇
捕
饒
蒋
識
電
叩
）

へ

略
…

が
困
難
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
教
育
長
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
教
育
長
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
い
。

務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
百
十
号
。
以
下
「
育
児
休
業
法
」

と
い
う
。
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
育
児
休
業
の
承
認
又
は
育
児
休
業
法
第
三
条
の
規
定

に
よ
る
育
児
休
業
期
間
の
延
長
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
育
児
休
業
を
開
始

す
る
日
の
二
週
間
前
ま
で
に
、
育
児
休
業
承
認
請
求
書
に
よ
り
請
求
し
、
教
育
長
の
承
認

を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

三
識
紹
琳
鹸
温
ｓ
識
研
汽
貯
が
謡
洲
誰
研
轆
〃
識
麗
琳
峨
飼
ｓ
誰
研
丙
貯
が
剖
刷
弟

つ
き
八
日

（
定
年
前
再
任
用
短
時
銅
側
劉
謝
糊
貝

（
定
年
前
再
任
用
短
時
剖
側
劉
翻
掴
貝
は
、

に
あ
っ
て
は
、
八
日
以
上
）
と
す
る
こ
と
つ
き
八
日

除
く
。
）
は
、
地
方
公

第
三
十
一
条
～
第
三
十
二
条
の
二
の
二
（
略
）

（
育
児
休
業
の
手
続
）

第
三
十
二
条
の
三
職
員
（
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
は
、
除
く
。
）
は
、
地
方
公
務
員
の

育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
百
ｆ
号
。
以
下
「
育
児
休
業
法
」
と
い

う
。
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
育
児
休
業
の
承
認
又
は
育
児
休
業
法
第
三
条
の
規
定
に
よ

る
育
児
休
業
期
間
の
延
長
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
育
児
休
業
を
開
始
す
る

日
の
二
週
間
前
ま
で
に
、
育
児
休
業
承
認
請
求
書
に
よ
り
請
求
し
、
教
育
長
の
承
認
を
受

け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

条
第
三
項
及
び
第
三
条
の
二
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
の
割
振
り
は
、
校
長
が
行
う
。

２
前
項
の
勤
務
時
間
の
割
振
り
の
際
常
態
と
し
て
特
定
の
日
に
お
い
て
七
時
間
四
十
五

分
を
超
え
て
勤
務
時
間
を
設
け
よ
う
と
す
る
と
き
又
は
前
項
の
週
休
日
を
毎
四
週
間
に

聖
鮒
識
画
（
鵲
。
熟
混
索
）

~
~
熟
知
ｓ
栂
謡
掛
湿

畔

ｌ

吟

（

韻

）

へ

略
…

~
（
再
任
用
短
時
間
勒
詞
鞠
悩
副
に
あ
っ
て
は
、
八
日
以
上
）
と
す
る
こ
と
が
困
難

－
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’
定等及び第101条各項の規定による利用停止決定等

'2） 第94条第2項の規定による訂正決定等の期間の延長及び第102条第2

項の規定による利用停止決定等の期間の延長

(3) 第95条の規定による訂正決定等の期間の特例延長及び第103条の規定

による利用停止決定等の期間の特例延長

(4) 第114条の規定による提案の内容の審査

6 石川県個人情報の保護に関する法律施行条例（令和4年石川県条例第32

号）
－

(11 第4条第2項の規定による開示決定等の期間の延長

－

(2) 第5条に規定する開示決定等の期間の特例延長

7 （略） 5 ~ (略）

8 （略） 6 （略）

9 （略） 7 （略）

10 （略） ~ 8 （略）

11 (略） 9 （略）

12 (略） 10 (略）

13 (略） 11 (略）

備考副校長を置く場合にあっては、校長が適当と認める場合には、 1から3備考副校長を置く場合にあっては、校長が適当と認める場合には、 1から3

~まで及び8から11(1)まで(校長及び畠ﾘ校長に係るものを除く｡）について、 まで及び6から.9(1)まで（校提及び畠11校長に係るものを除く｡）について、

gl1校長の専決事項とすることができる。 副校長の専決事項とすることができる。

Ｉ
ｍ
Ｈ
Ｉ

(以下略） (以下略）



石川県教育委員会訓令第号

庁 中 一般

出 先機 関

教 ~青機関

石川県教育委員会文書管理規程（平成14年石川県教育委員会訓令第4号）の一部を次の

ように改正する。

令和5年月 日

石川県教育委員会

第56条第5号中「石川県個人情報保護条例（平成15年石川県条例第2号)」を「個人情

報の保護に関する法律（平成15年法律第57号)」に、 「同条例第18条各項」を「同法第

82条各項」に改め、同条第6号中「石川県個人情報保護条例」を「個人情報の保護に関す

る法律」に、 「同条例第28条各項」を「同法第93条各項」に改め､~同条第7号中「石川県

個人情報保護条例」を「個人情報の保護に関する法律」に、 「同条例第35条各項」を「同
法第101条各項」に改める。

附則

この訓令は､ ~令和5年4月1日から施行する。
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石川県教育委員会文書管理規程（平成14年教育委員会訓令第4号）新旧対照表

改正後（案） 現行

第1条～第55条（略）

（保存期間の特例）

第56条所属長は、吹の各号に掲げる文書については、第47条に規定す

る保存期間の経過後においても、当該各号の区分に応じてそれぞれに定

める期間が経過する日までの間保存期間を延長しなければなら鞍い｡こ

の場合において､一の区分に該当する文書が他の区分にも該当するとき

は､それぞれの期間が経過する日のいずれか遅い日までの間保存し欺け

ればならない。

(1)～(4)略

(5) 個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）の規定に基づ

き開示請求があったもの同法第82条各項の決定の日の翌日から起算

して1年間

(6) 個人情報の保護に関する法律の規定に基づき訂正請求があったもの

同法第93条各項の決定の日の翌日から起算して1年間

(7) 個人情報の保護に関する法律の規定に基づき利用停止請求があった

もの同法第101条各項の決定の日の翌日から起算して1年間

（以下略）

第1条～第55条（略）

（保存期間の特例）

第56条所属長は、吹の各号に掲げる文書については、第47条に規定す

る保存期間の経過後においても､当該各号の区分に応じてそれぞれに定

める期間が経過する日までの間保存期間を延長しなければならない｡こ

の場合において､一の区分に該当する文書が他の区分にも該当するとき

は､それぞれの期間が経過する日のいずれか遅い日までの間保存しなけ

ればならない。

(1)～(4) 略

(5)石川県個人情報保護条例（平成15年石川県条例第2号）の規定に基

づき開示請求があったもの同条例第18条各項の決定の日の翌日から起

算して1年間

(6)石川県個人情報保護条例の規定に基づき訂正請求があったもの同

条例第28条各項の決定の日の翌日から起算して1年間

(7)石川県個人情報保護条例の規定に基づき利用停止請求があったもの

~同条例第35条各項の決定の日の翌日から起算して1年間

（以下略）

１
脚
胃
Ｉ



石川県教育委員会告示第
ロ
言

石川県個人情報保護条例第23条第1項の規定による口頭により

開示請求を行うことができる保有個人情報（平成15年石川県教育

委員会告示第16号）は、令和5年3月31日限り廃止する．

令和5年 月 日

ノ

石川県教育委員会

／

－22－



様
式
第
七
号
の
三
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

石
川
県
教
育
職
員
免
許
法
令
施
行
細
則
（
昭
和
四
十
三
年
石
川
県
教
育
委
員
会
規
則
第
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

４

石
川
県
教
育
職
員
免
許
法
令
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

－23－



様式第7号の3 （第13条関係）

実務に関する証明書

1．勤務者氏名及び生年月日

氏名 （ 年 月 日生）

2．良好な成績で勤務した期間等

（1）在職年数

うち休職及び産休・育休・病休等の期間

年月 日～ 年月 日

年月 日～ 年月 日

年月 日 ～ ~年月 日

職名在職した期間

日～ 年

日～ 年

日 ～ 年

月

月

月

年

年

年

月

月

月

日

日

日

ア

イ

ウ

（2）勤務時間（実労働時間）

3.施設の概要~

施設名：
鵠定こども園の場合は、構成するそれぞれの施設の名称について、全て記載巻お願いします。

認可等年月日 ： 年 月 日
認可外保育施股の場合は、設立年月日をご記入ください。

所在地：

電話番号：

上記の者は、本施設において、上記のとおり実務経験を有する者であることを

証明します。

年 月 日

~ 施設名

証明者
印

注特例の対象として認められる認定こども園、保育所等での保育士としての勤務経験（3年かつ432(）
時間以上）及び幼保連携型認定こども園での保育教諭としての勤務経験（2年かつ2880時間以上）に
ついて、複数の施設における勤務期間等を合算する場合は、それぞれの施設ごとに実務証明書が必要
になります。

－24－

ア

イ

ウ

実労働時間(休職等の期間は除く）

時間

時間

時間



２
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
石
川
県
教
育
職
員
免
許
法
令
施
行
細
則
の
規
定
に
基
づ
い
て
作
成
し
た
用
紙
は
、
~
な
お
当
分
の
間
、
所
要
の
調
整
を
し
て

＋
甲

使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

１
こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

附

引

（
施
行
期
日
）

則
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〆

○
石
川
県
教
育
職
員
免
許
法
令
施
行
細
則
（
昭
和
四
十
三
年
教
育
委
員
会
規
則
第
九
号
）
新
旧
対
照
表

懐式第7号の紐 （第13条露侭）

１
１
１
１

１
１
１
１

零月 ヨ～ 隼月 日

改
正
後
（
案
…

巾

襟式第？号の3 （笛13条閣係〕
弔

巾

現
行

Z石~ー‐一

ｴ.鋤務考鍔名及び生年月日

氏名

Z･良聾溌成頓で

くれ在室零歎

実務｛

鈷剪した湖開等

こ騨する証明書

（ 隼 月 日生 1

（2）財務誇閉（実労蝿痔囲)一

1 ｜恵蛍勇壁画_Kit壁竺麺旦堅L l
IZI 壁固I
j工I 堕盟I
i立I 壁蝕’

3.雄殿の祇要

誌殴晶I
毒宅こ暦鴫竃印醍舎I土、低氏f忍署恥それ争翼戦や躯詐＝つ母bて．全て超草唯猫幸いL世･rb ‘

年 月麗可等年凡日呂 日
墓可外盤宜轌畢署が垂、改立早月且空ご丘入<だ識､心

房窪jと：

虹話呑号F

上配の者は、本堂騨こおいて．上肥のとおり実濫経験を夜可-る者であることを

E男Lきず。

竿 児 己

r廟－1
漁設晶

圧弱考

琶蕊難溌……；
堀なり記す．

Z

ユ

立

裏蛍働時制(ft島澤用”像<｝

壁固

堕盟

壁蝕

Z

ユI 翠胃 日～ 年 且 且

之

在獄した期到

望璽 日 一一 皐 刃 貝

毎月 日～ 旱四 ・日

弓当休塵喧ぴ竃(k且青休一宗佐再の犀鰹

’
f壷

菫

日～ 竿月 日

函～ 隼到 日

璽皇

1.勤務者氏名及び生年月日

氏名

実務に関する証明番

年 月 日生

2良好な成績で勤務した期間等
長期の錐国朔聞iこついて壗在凝年領として認められませ地

塗篭期麗： ‘ 年 月 僧趣ら 年 月 日まで

実労働時路： －－－壷盟

3.逹設の掻要

迄設名： 、
麗定こども還心橿合:共輿室ナろそれぞれの1茜璽今缶熊二つも､で､全て里瞳瞳詳正芳､L"まず・

亜可等年月白生 年 月
距可外保育誼股毎器合『よ．承室年月日世ご記入く望さ

所在地学

電話番号：

1，
千 ｡

日

上配の者は、本麓設において、上記のとおり実誇経験を有する者であることを

圧要します。

王室 年 月 日

施設名

疋・明者

一一一一一一~~~）
I

i

l印 ！
｛ 1
K 二 － J

注響飼尋対象として輿あられる 壷袴埋胡琴（3年かつJ5ZO
に

頷単熟読の竃郵二熱!'為露篝調燭辱を舎算する響含億､暑創ぞれ鱒謹膜ごとに実溝暹卿審譲鐸要
i二独り震ず6 ．



石川県教育委員会教育長訓令第号

庁 中 一股

~ ‘ 出 先機 関

教育機関

石川県教育関係職員被服貸与規程（昭和38年石jI I県教育委員会教育長計||令第1号）の一

部を次のように改正する。

令和5年月~ 日

石川県教育委員会教育長

「「 作業服 作業服（ファン付

き作業服を含む。

以下この表におい

て同じ｡）

に改める。を別表1の項中

」」

附則

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

＝
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石川県教育関係職員被服貸与規程（昭和38年教育委員会教育長訓令第1号）新旧対照表
士

改正後（案） 現行

別表（第2条関係） ~ ~ 別表（第2条関係）

’ ’ ’

’

~ ’
ｌ
い
“
Ｉ

’

番号

1

(略）

被貸与者の範囲

所属

彊涯学習課

被貸与者

主在職員

貸与品の種類

む。以下この表

において同じ｡ 1

数量

1

準

数

面

が

宥

帝

3

備考

青年の家及び

少年自然の家

に駐在する職

員に限る。

番号

1

(略）

被貸与者の範囲

所属

這涯学習課

被貸与者

主在職員

貸与品の種類

乍業服

出f1曰

1

票準

手数

3

備考

青年の家及び

少年自然の家

に駐在する職

員に限る。


